
基本的施策 ４
地域社会における男女共同参画促進

第3章 　計 画 の 内 容

　従来より、自治会やＰＴＡなどの地域活動に参加する女性は多いものの、組
織の役員など意思決定過程への責任ある立場には女性の参画が少なく、地域活
動においても、固定的な性別役割分担意識がいまだ根強いという現状がありま
す。
　また、近年、従来の自治会などの地縁を基盤とした地域活動団体以外にも、
ＮＰＯやボランティアなど、居住地域を越えた市民活動団体の活動も活発にな
っています。
　そこで、地域活動や市民活動などで、男女が対等な立場で活動に参加・参画
できるような環境の整備や情報の提供が必要です。

　すべての男女が、地域活動や市民活動などへの参加・参画がしやすいように
支援します。

現状と課題

方　針
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　男女がともに住みやすい地域づくりを進めるために、性別にかかわらず、
ともに地域活動に参画するための支援を行います。

施策の方向

　地域社会を支えるＮＰＯ・ボランティア団体などとの連携を充実し、市民
の参加を促すための情報発信や各種団体の活動支援を行います。
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